
焼津市公共施設予約システム利用規約 

 

（目的） 

第１条 この規約は、焼津市公共施設予約システム（以下「本システム」という｡）を利用

して、焼津市（以下「市」という｡）の所有する公共施設等（以下「施設」という｡）の予

約等の手続を行うために必要な事項を定めるものです。 

（利用規約への同意等） 

第２条 本システムを利用して施設の予約等の手続を行うためには、本規約への同意とと

もに、次条に規定する利用者登録が必要です。このことを前提に、市は本システムによる

サービスを提供することとします。 

２ 本システムの利用者登録を行った者は、本規約に同意したものとみなします。何らかの

理由により本規約に同意することができない場合は、本システムを利用することはでき

ません。 

（利用者登録の申請） 

第３条 本システムの利用を希望する個人、団体又は事業者は、市が指定するインターネッ

ト上の利用者登録フォームにより申請し、利用する施設の窓口で必要な手続をするもの

とします。 

２ 利用者登録の申請は、下表に定める施設ごとに、それぞれの申請窓口で必要な手続をす

るものとし、手続に必要な提出書類は施設ごと定めるものとします。 

利用者登録が必要な施設 申請窓口 

スポーツ施設 焼津市総合体育館 

地域交流センター 各地域交流センター 

大井川商工業研修センター 大井川商工業研修センター 

文化施設 焼津文化会館又は大井川文化会館 

３ 施設管理者は、必要に応じて公的書類の提示や連絡等により、登録者が本人であること

の確認をさせていただく場合があります。 

（利用者の登録） 

第４条 施設管理者は、前条第１項の規定により提出された申請内容の審査を行い、利用者

として承認した場合は、本システムに登録し、登録した旨を通知します。 

（利用者ＩＤ・パスワードの登録） 

第５条 利用者登録完了後、利用者は、利用者ＩＤ及びパスワードを本システムに入力する

ことにより、施設の予約等の手続を行うことができます。 

２ 本システムへの登録後は、利用者においてパスワードの変更が可能となるため、利用者

は、本システムの利用を開始する前に必ず初期パスワードの変更を行ってください。 

３ 利用者は、パスワードの変更を施設管理者に通知する必要はありません。  

４ 利用者ＩＤの登録は、個人、団体又は事業者につき１つのＩＤまでとします。ただし、



施設管理者が必要と認めた場合には、複数のＩＤを登録できるものとします。 

（利用者ＩＤ・パスワードの取扱い） 

第６条 利用者は、利用者ＩＤ及びパスワードについて、次に掲げる事項に注意して取り扱

うこととし、利用者の責任において厳重に管理するものとします。 

(１) 利用者ＩＤ及びパスワードは他人に知られないように管理してください。 

(２) パスワードは、定期的に変更し、第三者への漏洩防止に努めてください。 

(３) 他人からのパスワード等の照会には応じないでください。 

(４) パスワードを失念した場合は、速やかに利用する施設に連絡し、その指示に従って

ください。 

２ 施設管理者は、前項の規定により厳重に管理された利用者ＩＤ及びパスワードを用い

て行われた手続については、登録した利用者により行われたものとみなします。 

（利用者登録の取消） 

第７条 施設管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者登録を取り

消すものとします。 

(１) 虚偽の申請により利用者登録がなされた場合 

(２) 施設の管理に関する条例等又は本規約に重大な違反をした場合 

(３) 事情により利用者が施設を利用することができなくなった場合 

(４) 利用者の所在が不明となり、連絡不能となった場合 

(５) 本システムの運営を故意に破壊又は妨害をした場合 

(６) 施設の利用及び料金の支払い手続等、利用する施設の関係例規等に従わない場合 

(７) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が利用者として不適当と認めた場合 

（利用者登録の変更） 

第８条 利用者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく変更内容が確認でき

る書類等を利用する施設の窓口に提出し、利用者登録の変更を行うものとします。 

（利用者登録期間） 

第９条 施設管理者が利用者として承認した日を登録日とし、登録期間については、各施設

において定めるものとします。 

（利用者登録の廃止） 

第 10条 利用者は、本システムを利用しなくなった場合、本人確認のできる書類等を利用

する施設の窓口に提示し、登録を廃止する手続を行うものとします。 

（関係例規等の遵守） 

第 11条 施設の利用及び料金の支払い手続等は、利用する施設の関係例規等に従うことと

します。 

（禁止事項） 

第 12条 本システムの利用に当たっては、次に掲げる行為を禁止します。 

(１) 施設の利用目的以外で利用すること。 



(２) 本システムに対し、不正にアクセスすること。 

(３) 本システムの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊すること。 

(４) 他人の利用者ＩＤ、パスワードを不正に使用すること。 

(５) 個人、同一と認められる団体又は事業者が複数の利用者ＩＤを取得すること。た

だし、施設管理者が認めた場合を除く。 

(６) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。 

２ 施設管理者は、本システムの利用に対して、前項各号のいずれかに該当する行為が明ら

かな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録

の取消し、本システムの利用の停止等必要な措置を行うことができるものとします。 

（個人情報の保護） 

第 13条 利用者の申請に基づき収集された個人情報について、施設管理者は、個人情報の

保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）に基づき、その管理に十分な注意を払うもの

とします。 

（免責事項） 

第 14条 市は、利用者が本システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用

者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負いません。 

２ 市は、その裁量において、本システムの改修、運用停止、中断等を利用者への予告なく

行うことができることとします。また、この行為により生じたいかなる損害に対しても、

市は一切の責任を負いません。 

３ 利用者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他市

の責めに帰さない理由による本システムの障害等により発生した利用者の損害及び利用

者が第三者に与えた損害に対して、市は一切の責任を負いません。  

（利用規約の変更） 

第 15条 市は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、本規

約を変更することができるものとします。 

２ 市は、本規約を変更した場合は、本システムに変更後の規約を掲載することとします。 

３ 利用者は、前項の規定により本システムに変更後の規約を掲載した後に本システムを

利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。 

（その他） 

第 16条 その他必要な事項については、別に定めるものとします 

 

附則  

この規約は、令和４年９月 13日から施行します。 

附則  

この規約は、令和５年４月１日から施行します。 

附則 



この規約は、令和６年４月１日から施行します。 

附則 

この規則は、令和６年７月１日から施行します。 

 


